
　今回ご紹介す
る川手部会は、
安曇野市明科地
区、松本市四賀
地区、そして東筑
摩郡生坂村がその該
当エリアとなります。それ
ぞれが独自の歴史を重ね、豊かな文化・自
然に恵まれる地域です。
　明科のアヤメ（花菖蒲）、四賀の福寿草、
生坂村のぶどうは大変有名でそれぞれに関
連したお祭りも開催され人気のイベントと
なっています。
　　　　　　　　　（中山英也編集委員）
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明科地区：あやめ 四賀地区：福寿四賀地区：福寿草草 生坂村：ぶどう
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　上手くいく・出来る方法を考える

　かつてコンサルタントとして日本での創業に携わっ
たのが女性専門30分フィットネス「カーブス」。現在は
日本各地に1600店舗以上を展開する大規模フィットネ
スチェーンです。各店舗では健康と美しさを求める大
勢の女性たちのために同じ商品、同じサービスを、同
じ価格で、同じマニュアルに基づき提供しているのに、
その業績には１位から最下位まで差が生じます。
　どんな地域・業種でも同じことが言えます。繁盛し
ているお店と、繁盛していないお店があります。この
差が生まれる大きな要因を、私は経営者・お店の姿勢
が、問題に直面した時に「上手くいかない・出来ない
理由」ばかりを考えるか、「上手くいく・出来る方法」を
考えようと努力するかどうかだと思います。
　カーブスを例にとると、首都圏から離れ人口の減少
に直面している地域では、業績の悪い店舗は「この地
域は人口減少・高齢化、所得の低下が進んでいるから
客がいない」と嘆くばかりだが、業績を上げる店舗は
「人が少ないといってもターゲットとなる女性はいる。
そうした女性が集まる公園やスーパー等にトレーニン
グマシンを持込みPRしたい。」あるいは、「高齢化の進
展、それに伴う所得の低下が問題なら、それを憂う行
政を巻き込み、高齢者の健康維持に対する補助を出し
てもらえるようにはできないか」などの前向きな意見
が数多く出されます。
　また、町の家電販売店を例にしてみると、大手量販
店が進出してきた際に、「大手には太刀打ちできない」
と諦めてしまう店舗もあれば、「他所から大手量販店
が進出してきても、そこに買い物に行くのはこの地域
の人だ。ならば地域との信頼関係を深めていこう」と、
「地域活動に積極的に参加・協力する、季節のイベン
トの開催、手紙や○○通信の発行」等の前向きな取り
組みをどんどん考え、実行していく店舗では大きな差
が生まれます。
　人間には「潜在意識」という能力が備わっています。

その力の一つに、一度疑問に思ったことについて、無
意識の中でも答えを探し求めているというものがあり
ます。どうしても思い出せなかったことや、浮かばな
かったアイディアがふとした瞬間に頭に浮かぶという
ものです。
　いつでも「どうしたら上手くいくか」を考えていれ
ば、いつかきっと良いアイディアが浮かぶでしょうし、
逆に「どうして上手くいかないか」ということばかり
を考えていると、その理由を探し続け、解決法までた
どり着けないでしょうから、「上手くいく方法」をいつ
でも考える姿勢を身に着けていただきたいものです。

　安売りはしない

　私たちは多くの場合、値段によって物の価値（品質・
性能・味など）を想像・認識してしまいます。絵画を
例にしてみても、訳の分からない絵でも値段が高けれ
ば良い絵に見えてきます。値段が高ければ「良いもの」
であり、逆に安ければ「良くないもの」だろうと想像
しがちです。
　だから、安さばかりをPRしていると、「良いものを売
っていない」という評価をされてしまうし、お客様は
安いものが好きな人ばかりが集まるようになってしま
います。こうした人たちはより安く販売しているお店
を見付ければそちらに行ってしまいます。ですから、
安易に安売りをするのではなく、値段ではなく商品の
価値を伝えていく努力をした方が、お店にとって良い
お客様（単価も高く、浮気しないお客様）が増えてい
くものです。
　それでもやはり、安売りは集客面で大きな力を発揮
します。中にはその魅力に取りつかれ割引中毒になっ
てしまう人もいます。ただ、割引は売り上げが減少し
ます。それを経費削減でカバーしようとします。する
とサービスが低下します。するとお客様は離れていき
ます。そこでまた割引を……、という悪循環に陥り易
いので注意してください。

　９月６日、松本市のあがたの森文化会館にて本年度の夏期特別研修会を開催し
ました。今回は講師に、コンサルタントとして女性専門30分フィットネス「カー
ブス」の日本での創業に携わった他、飲食店を中心に700店舗以上の事例分析、
研究を積まれてきた集客・営業コンサルタントの上久保瑠美子さんを講師にお迎えし、地元のお客様をつ
かむ、地域密着型の集客・営業術についてお話を伺いました。本号では講演要旨を掲載します。

  夏期特別研修会
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　　　　　　　　　　　　　　講師：上久保瑠美子氏（株式会社 ii代表取締役）
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　価値を伝える

　先程お伝えしたように、良いお客様を増やすことが
企業にとっては大切です。その為には商品の価値を上
手く伝えたいものですが、是非実践していただきたい
のは　①「ストーリーを伝える」、②「こだわりを伝え
る」、③「業界知識を伝える」という事です。
①ストーリーを伝える……例えば創業に至る経緯、熱

い想いや商品開発舞台裏の苦労話などを伝え、共感
していただきたいものです。

②こだわりを伝える……どんな商品・サービスにもこ
だわりがあると思います。それを分かり易く伝えま
しょう。（材料、手間ひま、他との違いなど）

③業界知識を伝える……商品説明やセールストークで
はなく、素人が知らない長年かけて培ってきた専門
知識を分かり易く伝えましょう。お客様に「身近に
いる頼れる専門家」と認識してもらえれば、何かあ
ったら相談しよう、この人から買おうという存在に
なることができます。

　顧客満足を追求する

　私の実家は青森の小さな町の電気屋です。地方にも
大型店の進出が相次ぎ厳しい業界です。飲食店であれ
ば味が違えば差別化できますが、電化製品は型番が一
緒ならどこで買っても性能は一緒です。そうなると、
お客様は安いお店から買いたいということになります。
価格面ではネットショップや大型店には勝てません。
実際にお店を畳む同業者も増えました。しかし、そん
な中でも、実家は東北地方に600店舗ある、某メーカー
系列のお店で10年連続売上１位となっています。町に
は大型店舗も進出してきましたが、撤退していきまし
た。その理由の一つに、その町ではうちのお店が地元
のお客様をしっかりと掴んでいて離さなかったという
ことがあったそうです。
　では、実家と大型店との違いはなんだったのでしょ
う。大型店の強みはやはり価格です。お客様もそれを
求め商品を買います。でも、大型店にとっては買って
もらうことがゴールです。そのためにチラシも大量に
作り、配布しますが、基本的にお客様とはお店だけで
のお付き合いです。
　ところがうちのお店は違います。商品を買ってもら
った時からがお付き合いの始まりです。例えばテレビ
を販売したら、３日連続でお客様のご自宅を訪問しま
す。まずは納品。２日目には「使い方はわかりますか」
と確認をし、３日目は「調子どうですか」という具合
です。３日連続で行くとお客様は「自分が大切にされ
ている」と感じます。何かあった時には連絡しようと
信頼していただけます。

　チラシも作りますが、配布先は既存客のみです。配
布方法はお宅を訪ね直接お渡しします。ご自宅を訪問
することで、その家の特徴や家族構成等の変化に気付
き、それに伴う営業機会を得ます。お客様の事をよく
知っているから最適の商品が提案できます。こうした
ことの積み重ねがやがて信頼となり、顧客満足につな
がっていくのだと思います。これは売って終わりの大
型店にはできないことではないでしょうか。

　お客様さんを共有する

　飲食店のお話です。ある沖縄料理店では生ビール
100円キャンペーンをやっていました。生ビール１杯
の原価は200円ですが、隣の大手チェーン店がやってい
るので自分の店でも始めたそうです。店主はこの値引
きは必要な客集めであって、これをきっかけにお店の
料理を好きになってくれる人が増えていけば良いと考
えていました。でも、これでは安いのが好きな人が集
まるだけで、沖縄料理が好きな人が集まるわけではあ
りません。そこで実践したのは「沖縄好き」な人たち
が集まるお店への転換でした。沖縄出身のお笑い芸人
ライブや、沖縄出身の三線ミュージシャンコンサート
をお店で開催するようにしました。すると狙い通り沖
縄好きをキーワードに大勢のお客様が訪れるようにな
ると共に、お笑い芸人やミュージシャンのファンも集
まるお店として変わることが出来たのです。また、彼
らも、もともとのお店のお客様の中から新しいファン
を獲得し、互いのお客様を共有することが出来ました。
　上手にお客様を共有するために大切なことは、まず
はターゲット（お客様）を定めることです。次にター
ゲットが集まる場所を探すこと、そして、その場所の
責任者が喜ぶことを企画・提案することで協力を得て
いくことです。このように誰かから協力を得たい時に
大切なことは、まずは自分が相手のために何かをする
ことです。何もせずに「協力してください」では相手
は動いてくれません。
　営業というのは「うちの商品・サービスを一度お試
しください」とPRすることです。お客様からすると
「売りたいから自分の商品・サービスを良く言うのは
当然」と思われてしまいます。でも、これが利害関係
のない第三者から聞いた話だと印象が違います。「あ
そこの商品はすごいよ」と言われればかなり興味を持
ってもらえます。これを第三者効果「ウィンザー効果」
と言います。

　本格的な景気の回復は感じることが出来ない厳しい
時代ですが、本日お話したことが少しでも皆様のお役
にたてば幸いです。



－　4　－

平成29年10月１日発行 第　513　号ま つ も と ほ う じ ん

法
人
会　

無
料
会
員
相
談
室
実
施
中　

く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で

　丸４年を迎える本格和
食を味わえる居酒屋「そ
ら」。オーナーの内川さ
んは、35歳までに独立し
ようと様々なお店で店長

や料理長を経験し、2013年に現在の松本市深志に開
店しました。なぜ料理の世界に飛び込んだかと尋ね
たところ「小さいときに外食に行った際、母親が
『今日は美味しかった』と。毎日料理を作る人が心
から料理を楽しんだ様子を見たとき、自分も将来そ
んな人になりたい」と心温まるエピソードを教えて
いただきました。お料理の自慢は「魚」。日本海（新
潟）と太平洋（静岡）の新鮮なお魚を仕入れ、お刺
身や煮物など、美味しいお魚料理を楽しめます。
　またお勧め料理は？と尋ねたところ、即答で「出
汁巻き卵」と答えられたのが印象的でした。もっと
高額なお料理かなと思っていましたが、和食の達人
は出汁巻き卵にこだわりがあるそうで、食した瞬間
「うまい!!」と同席した皆が
驚嘆の声をあげました。
　ちなみに店名「そら」の由
来を尋ねたところ、二人のお
子さまの名前から付けたそう
です。家庭的な心優しい内川
オーナーのお料理をぜひ一度
楽しんでみてはいかがでしょ
うか？最後に「駅前から少し
離れているが、隠れ家的なお
店として今後も頑張っていき
たい」と仰っていました。

（北原修編集委員）

お勧めのお料理は「 出  汁  巻  き  卵 」
だ し ま き たまご

　　　　くずし和食　そら

　　　　 松本市深志

 　　　　　　　オーナー　� �� �����
���

　国道19号線生坂トンネ
ルを長野方面に抜け、しばらく進むと東新自動
車さんがございます。新車・中古車の販売、車
検、整備、鈑金修理や保険まで自動車に関する
全てを手掛ける地元に根ざした企業です。
　今回お話を伺った平林美世さんは、代表の奥
様で、会社の経理や各種申請など事務作業全般
を担当されています。10年前、結婚を機に家業
を手伝い始めた当初はわからないことだらけだ
ったそうですが、今ではタイヤの組み換えや交
換までできるようになりましたと笑顔で話され
ます。また美世さんは、前職が看護師というこ
とで、現在は家業の他に生坂村の社会福祉協議
会にもお勤めされ地域福祉を支えています。
　小学生の二人のお子さんのお母さんでもあり、
家庭に、家業に、地域福祉に大変お忙しい毎日
をお過ごしで、なかなか自分の時間を見付ける
ことが難しいそうですが、大きくなったお子さん
と今年はスキーに一緒に行ってみたいとのこと。
　楽しいお話をありがとうございました！
　　　　　　　　　　　（中山英也編集委員）

�������
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東新自動車
東筑摩郡生坂村
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配偶者控除・配偶者特別控除
の見直し　　　　　　　　　

〔会社の税務 よろず相談室○115 〕所得税関係

�：平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶
者特別控除の見直しが行われたそうですが、内容を
教えてください。
�：誰もが活躍できる「働き方改革」のもと、働き方

が様々な面で多様化しているなか、配偶者も、就業
を調整することなく働ける仕組を構築するために、
配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。

�内　容
　配偶者控除では、納税者本人に所得制限を設け、合
計所得金額が900万円（給与収入1,120万円）から控除
額を段階的に減らし、合計所得金額1,000万円（給与収
入1,220万円）を適用上限額とする仕組です。
　配偶者特別控除においては、配偶者の合計所得の適
用範囲が、現行の38万円超76万円未満（給与収入103万
円超141万円未満）から38万円超123万円以下（給与収
入103万円超201万円以下）に見直されます。

〔改正前〕
※配偶者特別控除について納税者本人の所得制限あり

〔改正後〕
※配偶者控除及び配偶者特別控除について納税者本人

の所得制限あり
（図は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の

場合）

�適用時期
　この改正は、平成30年分以後の所得税、平成31年度
分以後の個人住民税について適用されます。

（税制委員会：二木正文、忠地祐一、川窪光弘
グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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　「人には休みが不可欠だ。休むことなく働き、楽しみ
や安らぎを味わわずにいると、いつの間にか、心を病
んでしまう」　これは古代ギリシャの歴史家・ヘロドト
スの言葉です。
　現代社会の企業活動においても、従業員が心身とも
に健康でお互いに協力し助け合って業務を遂行し良い
成果に結びつけていくには、充分な休養をとり、心身
ともにリフレッシュして英気を養い、業務に当たるこ
とが大変重要です。
　企業において、従業員が自ら休養をとるために基準
となるのは年次有給休暇制度です。こちらについては、
労働基準法39条で次のように決められています。まず、
付与要件として、６ヶ月以上継続勤務し全労働日の８
割以上勤務した労働者に対し､10日の有給休暇が付与
されます。（暦日単位・時効２年間）年次有給休暇付
与日数は勤務年数に応じて次の表のように増えていき
ます。

　ただ、上記に該当しない週所定労働日数が４日以下
の従業員に対しても下記表の通り、勤続年数に応じた
日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。
（比例付与）

　なお、半日単位の有給は、法律上与えなければなら
ない義務はありませんが、認めた場合は午前、午後の
勤務時間が違っても、等しいものとして取り扱います。
また、時間単位年休も最大５日を上限として、労使協
定の締結をした後、与えることができます。
　年次有給休暇取得時の支払いの賃金については就業
規則等で定めておくことが必要ですが、その金額は次
の３つの中から定めます。

①：平均賃金
②：所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃

金
③：健康保険法による標準報酬日額に相当する金額

　年休取得等を理由に賃金減額など不利益扱いをして
はなりません。つまり、精皆勤手当や賞与の算定で、
年休取得日を欠勤扱いにするなど、年休取得を抑制す
るようなことは認められません。
　上記の通り、労働基準法39条において年次有給休暇
の付与について、一定期間継続勤務し、かつ、「全労働
日」の８割以上出勤した労働者に対して、一定日数の
有給休暇を与えなければならないとしていますが、こ
の年次有給休暇算定の基礎となる「全労働日」の取り
扱いについて、行政解釈では長らく、「全労働日」の意
義について「使用者の責めに帰すべき休業日について
は、全労働日に算入されない」と解釈されていました。
しかし、平成25年の最高裁判例にて「使用者の責めに
帰すべき休業日については、全労働日に含まれる」と
示されたのを受け、行政解釈も次の通りに改正されま
した。

 （平成25年７月10日付－厚生労働省労働基準局長通達
（基発0710第３号））
「出勤率の基礎となる全労働日」を次の通り改める
年次有給休暇の請求権の発生について、労基法39条が
全労働日の８割出勤を条件としているのは、労働者の
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　川手部会は松本法人会の中でも珍しい、安曇野市明
科地区、松本市四賀地区、生坂村と異なる行政区によ
り構成されている部会です。
　明科地区は安曇野市の東側、犀川周辺に広がり、2005
年に安曇野市となるまでは東筑摩郡明科町として歴史
を刻んできました。豊かな水資源を活かし、長野県の
水産業を支えてきた水産試験場もこの地にあり、近年
は信州サーモンや信州大王イワナを開発し新しい信州
の特産を産みだしています。また、あやめ公園、龍門
渕公園を舞台に毎年６月に開催される「あやめまつり」
では美しいあやめの花（花菖蒲）が大勢の人々を迎え
ます。
　松本市の北東に位置する山々に囲まれた四賀地区は、
錦部、中川、五常、会田の４村が合併して誕生した四
賀村が2005年に松本市となり今にいたります。かつて
は主要街道が通り、宿場町も賑わい交通の要所として
栄えた四賀地区。現在は山菜やキノコといった豊かな
山の幸が大変有名です。そして毎年３月に開催の春の
訪れを告げる「福寿草まつり」では、自生した数十万
株の美しい黄色い福寿草の花が人々を癒します。
　そして生坂村は豊かな流れの犀川と渓谷美の山清路、
雄大な大城、京ヶ倉に抱かれた自然豊かな土地です。

生坂村の陽射しと昼夜の寒暖差はぶどうづくりに理想
的な環境であり、この環境を活かし、農家の皆さんが
一粒一粒、大切に育てたぶどうは全国的にも高い評価
を得ています。村はこうして心を込めて作られたぶど
うには宝石にも負けない輝きがあるという思いで「イ
クサカラット」と名付け、大切な産業として育ててい
ます。毎年９月には「山清路ぶどうまつり」を開催し、
豊かな自然の恵みを大勢の人達が楽しんでいます。
　それぞれが独自の文化や自然を大切にしつつも、古
くから近隣地域との交流・協力を続ける川手部会。ぜ
ひ足を運んで様々なイベントや豊かな自然の恵みに触
れてみてください。　　　　　　（中山英也編集委員）

川手部会
該当エリア�������	
���	����
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勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低いものを除外
する立法趣旨であることから、全労働日の取扱いにつ
いては次の通りとする。
 
１）年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は

就業規則その他によって定められた所定休日を除い
た日をいい、各労働者の職種が異なること等により
異なることもあり得る。

　　したがって、所定の休日に労働させた場合には、
その日は、全労働日に含まれないものである。

２）労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不
就労日は、３）に該当する場合を除き、出勤率の算
定にあたっては、出勤日数に算入すべきものとして
全労働日に含まれるものとする。

　（例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定し
た場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社
が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日ま
での不就労日 等。）

３）労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不
就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者
間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当

でないものは、全労働日に含まれないものとする。
�不可抗力による休業日
�使用者側に起因する経営、管理上の障害による休

業日
�正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務

の提供が全くなされなかった日

　上記が、年次有給休暇に関する法律の要約ですが、
社員の年次有給休暇の取得率の向上が、良い企業のバ
ロメーターの指標の一つにもなります。繰越有給休暇
の買上を法律は認めていませんが退職時における引継
ぎ等の為の買上は認められる場合があります。
　そして社員の皆様が、仕事を通じて自分を磨き、真
の実力をつけて企業の発展に貢献出来るよう、会社の
発展と社員の幸福が一致するすばらしい企業の実現に
向けて、労使双方の弛まぬ努力の継続を願ってリポー
トとさせていただきます。　
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■ 10 月 例 会 ■
安曇野地方企業見学「ほりでーゆ～四季の郷
＆ゴールドパックあずみ野工場見学」　　　

■ 10 月 例 会 ■
―研修会「どこでもできる簡単ボイスト
レーニング～呼吸を意識して身体をもっ
と能動的に～」＆ミニコンサート―

�������

���������
詳しくは先月号チラシをご覧下さい

　青年部10月例会を10月23日（月）に下記内容にて
開催いたします。（担当第一委員会：平林和樹委員
長）大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
○テーマ　研修会「どこでもできる簡単ボイスト

レーニング～呼吸を意識して身体をも
っと能動的に～」＆「花とクローバー」
ミニコンサート※終了後に懇親会

○講　師　花村　佑子　氏
（「花とクローバー ボーカル」・「 あづ
み野エフエム パーソナリティ 」）

○日　時　10月23日（月）　18：30より
　　［研修会18:30～19:30　懇親会19:30～21:00］
○会　場　韓国食堂ミュージックコートＨＡＮＡ
　　　　　（松本市中央2-4-18）
○会　費　4,000円（懇親会費として）
○お申込　事務局まで（電話35－8080）

■塩尻市立宗賀小学校で租税教室を開催■

　９月20日（水）、塩尻市立
宗賀小学校にて租税教室が
開催され、当会青年部松原
和也氏（甲信アルプスホー
ム㈱）が講師役を担当し、
６年生約40人に税の仕組み
と正しい知識について勉強してもらいました。
　今年は既に３校目の開催となりましたが、どの
学校でも児童や先生たちに大変好評いただいてい
る授業です。青年部では今年も一校でも多くの学
校で開催できるように取り組みを進めて参ります。

　女性部10月例会を下記のとおり開催いたします
ので、大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。
○内　容　
　①「ほりでーゆ～四季の郷」　（施設見学＆社長講話）
　②「ゴールドパックあずみ野工場」（工場見学）
○日　時　10月17日（火）　10：30より
　①「ほりでーゆ～四季の郷」（10：30～13：00）
　　　　社長講話＆見学　10：30～11：30
　　　　昼食会　　　　　11：30～13：00
　②「ゴールドパックあずみ野工場」（13：30～14：30）
○集　合　ほりでーゆ～四季の郷に午前10：30に

お集まりください。
○会　費　1，500円（昼食会費として）
○お申込　事務局まで（電話35－8080）

■ 参 加 報 告 ■

　県連『女性部合同例会（諏訪法人会担当）』に参
加しました
　９月22日（金）、年に一度県内の法人会女性部が
持ち回りで開催する県連『女性部合同例会』が、
本年度は諏訪法人会の担当で諏訪市にある
『RAKO華乃井ホテル』にて開催されました。当
会からは８名が参加し、医学博士池谷敏郎氏によ
る「血管を鍛えると
超健康になる！」と
いうテーマでの講演
をお聞きすると共に、
各地の女性部員との
親睦を深めてまいり
ました。

授業の様子
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福利厚生のページ
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決算説明会（法人税・消費税の説明会/９月決算法人対象）
松本会場　　10月23日�午後２時より
　　　　　　　　　　　　大同生命松本ビル１階会議室
塩尻会場　　10月30日�午後２時より 
　　　　　　　　　　　　市民交流センターえんぱーく4F 会議室401

10月の予定
３日税制委グループ会議　４日広報委員会編集会議　
５日第34回法人会全国大会「福井大会」　10日部会長と
組織委、厚生委連絡会議　11日厚生委員会　13日役員
会、東部部会役員会　17日女性部10月例会、中央部会
役員会　19日本庄部会役員会、大規模法人税務研修会
20日県連青年部合同例会　23日決算説明会（松本会
場）、青年部10月例会　24日研修委員会　26日豊科部
会会員拡大会議　27日総務委員会、川手部会特別研修
会　30日決算説明会（塩尻会場）

　新規会員獲得を目指し、５月より活動を展開して
おります“松本法人会 やまびこ運動”。お陰様で、
今年も会員企業の皆様からご紹介をいただき、新し
いお仲間をお迎えすることが出来ました。改めまし
て皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

�������	
��

�������	
����������

�������	
�����������������	����� �!"�

��������	
������������

��������	
������
���������	
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������																					




















�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������������������

　本年度も資本金５千万円以上の会員企業を主な対象
とした税務研修会を企画いたしました。海外取引、消
費税の軽減税率、税務コンプライアンスの順守に役立
つ自主点検チェックシートについての研修会です。ご
参加をお待ちしております。
　
日　時　10月19日（木）午後２時～４時
会　場　大同生命松本ビル１階　第一会議室
講　師　松本税務署　法人課税第一部門担当官
受講料　無料
お申込　松本法人会事務局まで（TEL0263-35-8080）
※資料・会場準備の都合上、参加希望の方は事前にお

申込いただきますようお願い申し上げます。
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　女性部では今年も地域社会貢献活動として、児童養
護施設「松本児童園」への支援を計画しております。つ
きましては、園より希望がございました下記の物品に
つきまして会員の皆様からのご提供をお願い申し上げ
ます。（11月末まで受付を
予定しております）
※ご提供いただけます場合

は、当事務局まで物品を
お届けいただくか、ご希
望がございましたらお預
かりに上がりますのでお
気軽にお申し付けくださ
い。
【希望物品】　○洗濯洗剤

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																					�������	������������������������������	
������������������

○シャンプー・リンス・コンディショナー　○ティッ
シュ　○バスタオル　等の日用品
　ご提供のお申出・お問合せは松本法人会事務局（電
話35―8080)までお願いいたします。
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ン
ク
企
業
募
集
！　

く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で

　

初
め
て
広
報
委

員
会
に
配
属
と
な

り
、
取
材
や
寄
稿
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

会
社
と
自
宅
が
松
本
市
深
志
に
あ
り
、
自

分
の
住
む
町
に
つ
い
て
、
今
一
度
勉
強
し

よ
う
、
そ
し
て
そ
の
地
域
に
あ
る
粋
な
お

店
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
、
取
材
先
を
選

定
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
昭
和
初
期
は

「
天
神
通
り
」
と
称
し
、
と
て
も
に
ぎ
や

か
な
町
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
今
は

ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
が
す
す
み
、
子
ど
も
の

数
が
少
な
く
、
高
齢
者
が
比
較
的
多
い
地

域
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
本
年
よ
り

第
二
地
区
の
こ
ど
も
会
育
成
会
の
会
長
に

も
な
っ
た
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
地
域
を
盛
り

上
げ
、
そ
し
て
松
本
の
下
町
と
言
え
る
深

志
の
地
域
を
愛
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。
本
当
に
素
敵
な
お
店
、
粋
な
お
店

が
多
い
地
域
で
す
。
食
事
や
お
酒
を
楽
し

ん
だ
り
、
観
光
や
周
遊
も
出
来
る
我
が
地

域
に
一
度
お
立
ち
寄
り
頂
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。（
北
原
）

（
本
号
編
集
委
員：

　
　

中
山
英
也
、

　
　

北
原　

修
）

◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839

編集人　 百瀬衛貴男
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）

印刷所　信州印刷株式会社
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シルバーカフェ
生き生き歌声カフェを開催

　９月９日にシルバーカフ
ェ（松本市沢村、安曇野市
三郷の２店）主催で「生き
生き歌声カフェ」というイ
ベントを行いました。シニ
ア世代は「カラオケ」はも
ちろん好きですが、青春時

代は喫茶店に集まり「歌声カフェ」と称して皆で歌を
歌ったという思い出をお持ちです。当日は予想を超え
る180名程にご参加を頂きとても良いイベントとなり
ました。来年も同じ９月頃に企画予定ですので、ご興
味のある方はぜひご参加ください。（北原修編集委員）

運
動
会

　

で
は
な
く
選
挙

　
　

エ
イ
エ
イ
オ
ー
！

お
す
そ
わ
け

　

来
る
の
を
ず
っ
と

　
　
　
　

ま
つ
だ
け
よ

あ
の
子
は
も
う　
!?

　

焦
り
感
じ
る

　
　
　
　
　

参
観
日新

米
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